
 
 
 
 
 
 
総務省行政評価局は、次の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議（座長：大森彌 東京

大学名誉教授）に諮り、同会議からの「北海道のみ日本脳炎に係る定期の予防接種が行われ
ていないことは、国民の利便性や全国的な移動を考慮した場合、不合理な対応と思われる」
等の意見を踏まえて、平成 26 年８月 22 日、厚生労働省にあっせんし、同年 11 月 22 日回答
を受領しました。 
 

 
 

 
青森から函館に家族で転居したが、幼児への日本脳炎の予防接種の案内が市役所から来ないた

め、函館市のホームページを確認したところ、北海道は日本脳炎の予防接種を行う必要のない区
域に指定されているため、函館市では実施していないと掲載されていた。 
北海道で生まれ育った子供であっても、将来的には仕事等で国内の日本脳炎発生地域や海外で

生活することも考えられるので、国は国内全ての市町村で日本脳炎の予防接種を無料で実施して
ほしい。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道における日本脳炎に係る定期の予防接種を 

実施することについての検討（回答） 

－行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせんに対する関係機関の回答－ 

（厚生労働省による回答状況等） （あっせん要旨） 

（行政相談の要旨） 

 厚生労働省は、法第５条

第２項に基づき都道府県

知事が当該疾病の発生状

況等を勘案して定期の予

防接種を行うことを要し

ない疾病に指定すること

ができることとされてい

る疾病として、施行令第２

条において日本脳炎を規

定していることの是非等

について、厚生科学審議会

において調査審議する必

要がある。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  平成 26年 10月８日開催の厚生科学審議会予防
接種・ワクチン分科会において、本件について調
査審議された。 
 

＜参考１＞審議の結果 
日本脳炎については、引き続き定期接種とす

ることが必要であるものの、北海道においては
住民の感染のリスクや副反応のリスクを勘案
して、地方公共団体の判断を尊重するとした考
え方を変更する必要はないとされた。 

 
＜参考２＞北海道の対応 

平成 27 年３月、北海道知事が委員を任命す
る北海道感染症危機管理対策協議会において、
温暖化による日本脳炎媒介蚊の生息地域の拡
大の懸念、本州との間で一定の割合の転出入が
生じていることなどから、日本脳炎の定期接種
化を行うべきといった報告書が取りまとめら
れたところ。 
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